
近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

同
日

1
1
1
日
本
民
法
に
お
け
る
所
有
権
の
法
的
畦
格
を
め
ぐ
っ
て
l

i

は
し
が
き
|
|
問
題
の
提
起

i
i

一
明
治
維
新
の
土
地
改
革
と
土
地
所
有
権
の
法
的
確
認

二
封
建
的
土
地
所
有
権
の
展
開
(
以
上
第
一
九
巻
三
号
)

三
近
代
的
所
有
権
鮮
明
の
一
つ
の
立
場

四
近
代
市
民
法
に
お
け
る
所
有
権
概
念
の
定
式

五
旧
民
法
に
お
け
る
所
有
権
規
定
(
以
上
第
一
九
巻
四
号
)

六
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
の
概
念
構
成
(
以
下
本
号
)

七
回
民
法
の
所
有
権
規
定
を
さ
さ
え
た
社
会
的
基
盤

λ

旧
民
法
に
お
け
る
土
地
所
有
住
と
土
地
利
用
維
と
の
関
係

-

1

以
下
次
号
1

1

近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

甘

{呂

l
 
i
 

'
E
E

，，z 

ノ、
九

澄



近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

日

七。

_，_ 
;、

旧
民
法
の
所
有
権
規
定
の
概
念
構
成

前
項
(
五

旧
民
法
に
お
け
る
所
有
権
規
定
)
ゼ
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
明
治
維
新
以
後
の
土
地
立
法
の
歴
史
的
考
察
か
ら
、

法
的
事

実
と
し
て
、
土
地
に
対
す
る
用
益
を
、
土
地
に
対
す
る
所
有
に
従
属
さ
せ
て
い
く
と
い
う
法
的
形
態
を
と
っ
て
、

土
地
に
対
す
る
独
占
が

法
的
に
承
認
さ
れ
た
こ
と
。
従
っ
て
、

そ
う
し
た
方
向
で
士
地
に
対
す
る
私
的
所
有
権
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き

そ
の
た
め

明
治
維
新
以
後
の
土
地
立
法
は
、

か
か
る
私
的
土
地
所
有
権
が
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
法
的
意
味
を
あ
た
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
視
点
に
た
っ
て
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

旧
民
法
は
そ
の
編
纂
過
程
が
し
め
す
よ
う
に
、
近
代
法
的

法
典
と
し
て
の
法
形
式
的
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
旧
民
法
が
フ
ラ
ン
ス
氏
法
を
基
礎
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
訟
的
事
実
に
お

い
て
指
摘
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
旧
民
法
の
も
つ
所
有
権
規
定
の
近
代
法
的
形
式
性
は
、
現
実
的
に
は
土
地
関
係
に
対
す
る
か
か
る
歴
史
的

な
法
的
事
実
に
も
と
づ
い
て
法
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
り
て
、

土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
権
の
形
式
的
表
現
を
前
抗
と
し
て
、

i円

民
法
の
所
有
権
規
定
が
ど
の
よ
う
に
法
認
識
さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、

l日

民
法
財
産
編
第
三

O
条
は
、
所
有
権
を
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
三
十
条
所
有
権
ト
ハ
自
由
ニ
物
ノ
使
用
収
益
及
ヒ
処
分
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
謂
フ

此
ノ
権
利
ハ
法
律
又
ハ
合
意
又
ハ
遺
一
一
一
一
同
ヲ
以
テ
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
制
限
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

と
な
し
て
い
る
。
こ
の
条
文
的
表
現
を
み
る
と
、
同
民
法
の
所
有
権
規
定
ば
、
い
わ
ゆ
る
所
有
権
の
絶
対
性
と
い
う
近
代
市
民
法
の
も
つ

基
本
的
原
理
に
た
っ
て
、
構
築
さ
れ
て
い
た
と
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
う
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
旧
民
法
が
法
形
式

的
に
は
、
近
代
的
所
有
権
を
法
的
に
確
定
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
、
主
張
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。



と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
い
う
所
有
権
の
絶
対
性
と
い
う
法
的
表
現
は
、

い
っ
た
い
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
も

の
だ
ろ
う
か
、
こ
の
こ
と
を
検
討
し
正
確
に
把
握
し
て
お
く
と
と
は
、
共
通
の
法
的
認
識
と
共
通
の
討
論
の
場
を
提
供
す
る
た
め
に
不
可

訣
の
要
件
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、

こ
の
検
討
を
な
し
て
お
こ
う
。

K
・
マ
ル
グ
ス
は
「
哲
学
の
貧
困
」
の
な
か
で
、

つ
ぎ
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
所
有
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
待
代
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
様
に
、
し
か
も
全
然
異
な
る
一
連
の
社
会
的
諸
関
係
の
な
か
で
、
発
展
し
て
き
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
所
有
に
定
義
を
く
だ
す
こ
と
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
生
産
の
社
会
的
諸
関
係
の
す
べ
て
を
説
明
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

所
有
を
ば
、
独
立
し
た
|
|
関
係
、
独
自
の
|
|
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
抽
象
的
で
永
久
的
な
|
|
観
念
の
よ
う
に
定
義
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
形
市
上
学
ま

た
は
法
律
学
の
1

1
幻
想
で
し
か
あ
り
え
な
い
』
(
マ
ル
H

エ
ン
全
集
大
月
書
尼
版
四
巻
一
七
一
ペ
ー
ジ

i
一
七
二
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
と
こ
で
は
所
有
は
相
異
な
る
歴
史
的
形
態
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
、

こ
の
前
提
に
た
っ
て
近
代
的
土
地
所
有
を

考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
と
の
近
代
的
土
地
所
有
権
は
、
『
資
本
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
刺
余
価

値
の
一
部
分
が
土
地
所
有
者
に
帰
属
す
る
か
ぎ
り
で
の
土
地
所
有
だ
け
』
(
資
本
論
第
三
巻
第
六
編
第
一
二
七
章

青
木
文
庫
版
八
六
五
ペ
ー
ジ
)
が

問
題
と
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

K
・
マ
ル
グ
ス
は
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

な

「
五
日
々
に
よ
っ
て
考
察
さ
れ
る
土
地
所
有
形
態
は
、
一
?
の
独
自
的
・
歴
史
的
な
土
地
所
有
形
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
封
建
的
土
地
所
有
な
り
、
生

業
比
と
し
て
営
ま
れ
る
主
的
農
業
ー
と
の
場
合
に
は
土
地
の
占

r直
接
的
生
産
者
の
た
め
の
生
産
諸
条
件
の
一
つ
と
し
て
現
象
し
、
彼
の
土
地

所
有
は
彼
の
生
産
様
式
の
最
も
有
利
な
条
件
・
繁
栄
の
条
件
・
と
し
て
現
象
す
る

l
!な
り
が
、
資
本
お
よ
び
資
本
制
的
生
産
様
式
の
影
響
に
よ
っ
て
転

化
さ
れ
た
形
態
で
あ
る
。
資
本
制
的
生
産
様
式
一
般
が
労
働
者
の
生
産
諸
条
件
の
収
牽
を
前
提
と
す
れ
ば
、
農
業
に
お
け
る
資
本
側
的
生
産
様
式
は
農
村

労
働
者
の
土
地
の
収
奪
、
お
よ
び
、
農
業
利
潤
の
た
め
に
経
営
す
る
資
本
家
の
も
と
へ
農
村
労
働
者
の
従
属
を
前
世
泊
す
る
』
(
資
本
論
第
三
巻
第
六
編
第
三

七
章
青
木
文
庫
収
入
六
五

i
八
六
六
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
近
代
的
土
地
所
有
権
は
か
か
る
意
味
で
の
、
近
代
的
土
地
所
有
形
態
の
法
的
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

近
代
的
所
有
権
の
情
成
と
形
成

伺

七



近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

時

七

な曹、い
し、'J 0 

0 従

もっ
ちて
ろ近
ん代
近的
i七士
的地
所所
有有
権権
?まは

た
ん
な
る
私
的
土
地
所
有
権
と
は
法
的
範
障
を
異
に
す
る
も
の
と
し
て
、

理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

一
つ
の
佳
史
的
な
近
代
的
所
有
・
ぞ
の
形
態
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
近
代
的
所
有
権

は
あ
く
ま
で
も
法
的
範
轄
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
経
済
的
範
障
と
し
て
の
近
代
的
所
有
関
係
に
し
め
さ
れ
た
意
思
関
係
を
表
現
し

て
い
る
も
の
で
あ
る

ν

こ
の
こ
と
は
経
済
的
関
係
で
あ
る
近
代
的
所
有
そ
の
も
の
を
表
現
し
た
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

川
島

武
宣
教
授
は
『
所
有
権
法
の
理
論
』
(
岩
波
書
日

一
九
四
九
年
一
一
月
)
の
な
か
で
、
近
代
的
所
有
権
法
に
つ
い
て

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
所
有
権
の
私
的
性
一
誌
が
全
社
会
的
規
模
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
い
る
資
本
制
社
会
に
お
い
て
は
、
所
有
権
は
、
一
切
の
人
間
関
係
か
ら
分
離
さ
れ
た

と
こ
ろ
の
・
単
純
に
物
質
に
対
す
る
権
利
と
な
り
、
同
時
に
そ
の
反
面
に
於
て
一
切
の
人
間
関
係
は
物
財
に
対
す
る
所
有
関
係
か
ら
分
離
さ
れ
た
と
こ
ろ

の
・
し
た
が
っ
て
き
た
支
配
的
・
協
同
体
的
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
た
主
体
的
人
格
問
の
・
単
純
に
人
的
な
関
係
と
な
る
。
か
よ
う
に
所
有
権
の
法
と
人
間

関
係
の
控
と
が
分
裂
す
る
』
(
同
上
四
四
ペ
ー
ジ
)

と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
近
代
的
所
有
権
は
そ
の
法
的
構
成
に
お
い
て
、

一
切
の
人
間
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
抽
象
的
な
人
間
関
係

-
法
人
格
者
の
相
互
関
係
に
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
所
有
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

で
は
旧
民
法
の
所
有
権
規
定

は
、
か
か
る
法
的
意
味
と
法
的
構
成
と
を
現
実
に
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
入
七

O
年
(
明
治
三
年
)
に
太
政
官
に
制
度
取
調
局
が
開
設
さ
れ
、

そ
こ
で
各
種
必
法
律
制
度
が
調
査
・
審
議
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た

が
、
そ
の
中
心
的
課
題
の
一
つ
が
民
法
典
の
編
纂
と
い
〉
っ
こ
乏
で
あ
っ
た
。
和
田
守
菊
次
郎
氏
は
、

と
の
旧
民
法
の
編
纂
を
つ
ぎ
の
よ
う

に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

『
我
政
府
そ
?
ル
明
治
初
年
ヨ
り
法
律
ノ
編
纂
一
二
右
手
シ
一
ニ
ハ
仏
国
法
一
一
五
キ
其
業
ヲ
遂
ゲ
ン
ト
欲
シ
タ
り
明
治
=
一
年
太
政
官
ニ
制
度
取
調
局
ヲ
ほ
キ
江

藤
新
平
氏
ヲ
以
一
ア
其
長
官
ト
為
シ
法
律
/
編
纂
一
一
従
事
セ
シ
ハ
氏
謂
へ
ラ
グ
本
邦
従
前
ノ
法
律
習
慣
ナ
ル
モ
ノ
ハ
人
智
未
開
ノ
世
一
一
成
リ
或
ハ
事
理
一
一
地
日



民
ス
御
誓
文
ノ
所
詞
隅
習
破
ル
ヘ
キ
者
極
メ
テ
多
シ
維
新
ノ
大
業
ヲ
以
テ
政
体
ヲ
一
変
シ
制
度
交
物
大
卒
則
ヲ
西
国
ニ
取
ル
此
時
一
一
当
リ
慣
例
独
リ
旧
法

ヲ
墨
守
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
乃
チ
仏
国
法
典
ヲ
取
リ
我
国
ニ
行
ヒ
難
キ
条
項
ヲ
除
キ
以
テ
我
法
典
一
一
為
サ
ン
事
ヲ
企
図
セ
リ
、
是
一
一
於
テ
箕
作
麟
祥
君
…
一
命
シ

仏
国
法
典
ヲ
翻
訳
セ
シ
ム
君
先
ス
民
法
ヲ
訳
ス
稿
ナ
ル
ニ
及
ヒ
会
議
ヲ
制
度
局
ニ
一
関
キ
逐
条
討
論
セ
シ
メ
タ
リ
仏
蘭
西
法
典
之
ヨ
リ
大
一
一
我
国
ニ
播
レ

リ
、
次
テ
仏
人
ブ
ス
ケ
氏
ヲ
鴨
シ
テ
編
纂
ノ
業
ヲ
助
ケ
シ
メ
タ
リ
、
明
治
六
年
一
一
至
リ
今
ノ
文
部
大
臣
大
木
伯
司
法
卿
ト
為
リ
江
藤
氏
ノ
美
ヲ
継
キ
孜
戸

ト
シ
テ
編
纂
ノ
業
ヲ
督
シ
同
十
一
年
四
月
ニ
至
リ
テ
其
草
案
成
ル
、
未
タ
充
分
ナ
ラ
ス
更
-
一
仏
人
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
氏
一
一
命
シ
テ
民
法
ヲ
起
草
セ
シ
ム
明
治

十
三
年
四
月
新
一
一
民
法
編
纂
局
ヲ
設
ケ
大
木
伯
ヲ
以
テ
総
裁
ト
為
シ
タ
リ
。
爾
来
種
々
ノ
否
辛
ヲ
経
テ
十
九
年
三
月
ニ
歪
リ
民
法
中
財
産
編
及
ヒ
財
産
取

得
編
併
セ
テ
一
ケ
条
成
ル
、
此
ヲ
政
ぃ
肘
-
一
上
申
ス
。
二
十
年
一
一
至
リ
山
田
伯
編
纂
委
員
長
ト
為
リ
委
員
ノ
数
ヲ
増
シ
且
ツ
其
委
員
一
一
ハ
本
邦
人
ノ
ミ
ヲ
以

テ
之
一
一
充
テ
タ
リ
、
伯
自
ラ
委
員
ヲ
統
督
シ
常
ニ
議
長
ト
為
リ
夜
以
テ
昼
ニ
継
キ
或
ハ
旦
ニ
達
セ
ン
コ
ト
ア
リ
ト
一
一
一
は
ブ

3

二
十
一
生
財
産
編
、
財
産
取
得

編
、
債
権
担
保
編
証
拠
編
及
ヒ
商
法
民
事
訴
訟
法
ノ
成
案
ヲ
内
閣
一
一
口
五
ス
乃
チ
之
ヲ
元
老
院
-
一
下
ス
コ
一
五
老
続
ハ
委
員
ヲ
設
ケ
反
覆
審
議
シ
二
十
二
年
七

月
二
至
テ
議
了
ス
遂
一
一
二
十
一
二
年
四
月
二
十
一
日
ヲ
以
テ
天
下
ニ
頒
布
セ
リ
っ
』
(
英
法
学
者
日
本
国
ヲ
改
造
セ
ン
ト
ス
法
治
協
会
雑
誌
五
号
一
七
ペ

ー
ジ
以
下
)

と
な
し
て
い
る
c

こ
う
し
て
旧
民
法
は
一
八
九

O
年
(
明
治
二
一
十
年
)
法
律
第
二
八
号
・
第
九
八
号
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。

旧
民
法
は
そ
の
編
纂
事
業
の
進

行
過
程
で
い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

ら
れ
て
い
ら
こ
う
し
た
旧
民
法
の
編
纂
に
お
け
る
歴
史
的
事
実
が
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
よ
う
に
、

一
貫
し
て
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
中
心
的
素
材
と
な
し
て
い
る
点
で
特
質
づ
け

旧
民
法
の
所
有
権
規
定
が
フ
ラ
ン

ス
民
法
の
所
有
権
規
定
に
従
一
っ
た
も
の
で
あ
る
乙
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
所
有
権
規
定
は
フ

ラ
ン
ス
革
命
を
導
く
こ
と
に
な
っ
た
自
然
法
的
な
啓
蒙
思
想
に
も
と
づ
い
て
組
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
市
民
の
も
つ
自
由
h

笠
原
理

的
な
も
の
と
し
て
組
立
て
、
従
っ
て
所
有
権
の
神
聖
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
進
行
過
程
で
実
現

し
た
封
建
的
土
地
所
有
の
解
体
と
、
そ
れ
に
か
わ
る
農
民
的
土
地
所
有
と
い
う
歴
史
的
現
実
が
、
法
の
上
で
も
実
現
き
せ
ら
れ
て
い
た

η

つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
第
五
四
四
条
は
、

立
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

伺

七



近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

同

七
回

『
所
有
権
ハ
法
律
及
命
令
一
一
禁
止
ス
ル
用
法
ヲ
為
サ
サ
ル
限
り
最
モ
無
制
限
ノ
方
法
ニ
依
り
(
含

U
5
2日

b
R
F
1
5
与田
c
z
m
v
物
ヲ
使
用
、
収

益
、
処
分
ス
ル
権
利
ナ
リ
』

と
な
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
上
級
所
有
権
・
物
上
負
担
・
経
済
的
強
制
か
ら
土
地
の
解
放
が
達
成
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
の
所
有
権
規
党
は
か
か
る
歴
史
的
な
社
会
的
事
実
を
承
認
し
、
土
地
に
対
す
る
自
由
を
法
的
に
保
障
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
削
。
そ
し
て
、
こ
う
し
だ
所
有
権
規
定
の
概
念
柿
成
を
ロ

i
マ
法
に
も
と
三
つ
い
て
構
築
し
が
。
従
っ
て
所
有
権
の
自
由
な
・
無
制
限

の
行
使
が
法
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
つ

さ
て
、

ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
起
草
し
た
民
法
草
案
は
、
所
有
権
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
一
附
有
権
ト
ハ
法
律
又
ハ
別
段
/
契
約
ニ
テ
定
メ
タ
ル
条
件
-
一
循
ヒ
一
箇
所
ヲ
最
モ
向
由
ナ
ル
方
法
一
一
使
用
シ
収
益
シ
及
ヒ
之
ヲ
処
分
ス
ル
権
利
ヲ
謂

フ
」
(
ボ
ア
ソ
ナ
I
ド
民
法
草
案
財
産
編
第
三
一
条
)

と
な
し
て
い
る
。
ボ
ア
ソ
ナ
1
ド
は
、
こ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
に
も
と
づ
く
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

「
本
条
ノ
説
明
ヲ
始
ム
ル
前
ニ
於
テ
先
ツ
所
有
権
即
チ
「
プ
ロ
プ
リ
ヱ
エ
テ
」
ノ
意
義
ヲ
解
説
ス
可
シ
蓋
シ
「
プ
戸
。
フ
ル
」
ト
一
五
ヘ
ハ
宜
一
物
ハ
他
人
ニ

同
七
サ
ル
ノ
意
ヲ
一
不
シ
窮
理
学
一
一
子
或
ル
物
体
ニ
ハ
何
々
/
「
プ
リ
ヱ
テ
l
」
ア
リ
ト
云
へ
ハ
其
物
体
ハ
一
種
田
有
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
ノ
怠
ナ
リ
所
有
権

ノ
コ
フ
ロ
プ
リ
ヱ
テ
l
」
ト
ハ
閉
山
一
ユ
リ
向
日
ノ
論
ニ
ア
ラ
サ
レ
ト
モ
其
出
所
ハ
一
山
ナ
カ
一
ア
羅
典
語
ノ
「
プ
ロ
プ
リ
ヱ
タ

1
ス
」
ヨ
リ
移
来
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ

英
両
ニ
テ
之
ヲ
「
。
ブ
ロ
ペ
ル
テ

1
」
ト
一
五
フ
モ
北
根
元
ハ
同
シ
グ
羅
典
語
ノ
「
。
フ
ロ
ブ
リ
ヱ
タ

l
ス
」
ナ
リ
。
仏
語
ノ
「
ド
メ

l
ヌ
L

ナ
ル
詰
モ
亦
所
有

権
ノ
義
ニ
シ
テ
羅
典
一
語
/
「
ド
ミ
ニ
ヨ

1
ム
」
ヨ
リ
出
テ
而
テ
「
ド
ミ
ニ
ヲ
l
ム
L

ハ
領
主
ノ
義
ナ
リ
往
古
ハ
「
。
フ
ロ
プ
リ
ヱ
テ

1
」
「
ド
メ

1
ヌ
」
共

一
一
所
有
権
ヲ
指
示
ス
ル
為
一
一
之
ヲ
用
ヒ
タ
レ
ト
モ
現
今
一
一
ノ
ハ
「
ド
メ
!
ヌ
」
ヲ
用
フ
ル
者
ナ
シ
其
ノ
説
明
ノ
如
キ
ハ
長
期
賃
貸
ノ
条
ニ
至
一
ア
詳
ナ
ル
可
シ

所
有
権
ノ
義
解
ハ
載
セ
ラ
レ
仏
間
民
法
節
五
百
四
十
円
条
一
一
在
リ
草
案
一
一
記
ス
ル
所
ト
大
同
小
異
ナ
レ
ト
モ
少
シ
グ
精
密
ヲ
絞
モ
ノ
ア
リ
先
ツ
衣
紋
点
ヲ

掲
グ
レ
ハ
仏
国
民
法
ニ
ハ
収
益
権
ト
処
分
権
ノ
ミ
ヲ
示
シ
使
用
権
ハ
措
テ
之
ヲ
問
ハ
サ
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
今
荻
一
一
書
籍
ヲ
所
持
ス
ル
者
ア
ラ
シ
ニ
書
籍
ハ
固

ヨ
リ
利
益
ヲ
生
出
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
ニ
付
キ
其
/
所
持
人
ハ
之
ヲ
他
一
一
賃
貸
ス
ル
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヨ
リ
ハ
其
収
益
権
ヲ
有
セ
ス
ト
鋭
ト
モ
之
ヲ
使
用
ス

ル
ノ
権
ヲ
有
ス
ル
ヤ
疑
フ
ニ
足
サ
ル
ナ
リ
故
一
一
所
有
権
一
一
ハ
必
ス
使
用
権
ヲ
包
含
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
我
カ
草
案
一
一
載
ス
ル
所
ノ
義
解
ハ
之
ヲ
羅
馬
法
ヨ
リ



採
レ
リ
」
(
ボ
ア
ソ
ナ
1
ド
氏
起
稿

民
法
草
案
財
産
編
講
義
付

司
法
省

一
八
八
。
年
一
二
月
)

と
な
し
て
い
る
。
こ
の
ボ
ア
ソ
ナ

l
ド
自
身
に
よ
る
記
述
に
よ
っ
て
、

旧
民
法
の
所
有
権
規
定
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
五
四
四
条
に
も
と
づ

き
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ロ

l
マ
法
に
よ
る
法
的
概
念
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
展
開
を
法
的
に
保
障
す
る
法
的

形
式
と
法
的
理
念
と
を
も
つ
で
い
た
。

こ
れ
だ
け
で
は
な
く
フ
ラ
ソ
ス
民
法
第
亙
四
四
条
と
、

旧
民
法
財
産
編
第
二
一

O
条
と
の
条
文
的
対

比
を
な
せ
ば
、

そ
の
法
的
表
規
に
お
い
て
こ
の
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

か
か
る
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
規
定
し
た
近
代
的
所
有
権
は
、

い
う
ま

で
も
な
く
資
本
主
義
的
生
産
に
と
っ
て

こ
れ
ま
で
主
要
な
生
産
手
段
を
な
し
て
き
た
土
地
に
対
す
る
所
有
の
自
由
が
、
必
要
な
経
過
点

と
し
て
理
解
さ
れ
、
従
っ
て
近
代
的
土
地
所
有
権
の
確
立
と
い
う
点
で
、
近
代
的
所
有
権
と
し
て
の
法
的
概
念
が
一
貫
し
て
い
る
Q

ζ

の

点
に
つ
い
て
、

K
・
マ
ル
グ
ス
は
『
資
本
論
』
(
第
三
巻
第
六
編
第
四
七
き
の
な
か
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
白
営
農
民
の
自
由
な
所
有
は
、
ぁ
~
さ
ら
か
に
、
小
経
営
の
た
め
の
ー
ー
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
土
地
の
占
有
が
自
分
自
身
の
労
働
の
一
生
産
物
に
た
い

ウ
シ
テ
ル
ザ
ヲ
セ

す
る
労
働
者
の
所
有
の
た
め
の
、
条
件
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
白
由
な
所
有
者
で
あ
ろ
う
と
小
作
人
で
あ
ろ
う
と
、
農
耕
民
が
つ
ね
に
自

分
の
生
活
維
持
手
段
を
自
分
自
身
で
・
独
立
に
。
伺
則
的
労
働
者
と
し
て
・
自
分
の
家
放
と
と
も
に
生
産
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
、
そ
う
し
た
生
産
様
式

の
た
め
の
|
|
土
地
所
有
の
最
も
疋
常
的
な
形
態
で
あ
る
。
土
地
の
所
有
が
こ
の
莞
呂
採
式
の
完
全
な
発
展
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、
用
具
の
一
向
有
が
手

丁
↑
業
的
経
営
の
自
由
な
発
展
の
た
め
に
必
要
な
の
と
同
様
で
あ
る
。
土
地
問
有
は
こ
の
場
合
に
は
、
人
格
的
自
立
性
の
発
展
の
た
め
の
基
礎
を
な
す
。
ぞ

れ
は
農
業
そ
の
も
の
の
発
展
の
だ
め
に
は
必
要
な
一
通
過
点
で
あ
る
。
』
(
向
上
青
木
文
庫
版
一
一
ニ
一
一
一
一
一
六
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
近
代
的
所
有
桂
は
資
本
主
義
的
生
産
関
係
が
現
実
に
社
会
的
規
模
で
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
構
築
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ま
で
の
生
産
関
係
に
あ
ら
わ
れ
た
変
化
と
い
う
現
実
の
も
と
に
、

そ
れ
に
適
合
し
た
所
有
関
係
は
法
制
度
と
し
て
確

立
さ
れ
る
。

K
・
マ
ル
グ
ス
は
こ
の
こ
と
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
つ
ね
に
そ
う
だ
が
、
こ
の
場
合
に
も
、
現
存
す
る
も
の
を
法
律
と
し
て
神
聖
化
し
、
ま
た
、
現
存
す
る
も
の
の

l
l習
慣
お
よ
び
伝
統
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
た
!
|
諸
制
限
止
を
法
律
的
諸
制
限
と
し
て
国
定
化
す
る
こ
と
は
、
社
会
の
支
配
者
部
分
の
利
益
と
す
る
と
こ
ろ
だ
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ

近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

同

一
七
五



近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

同

一
七
六

る
。
他
の
レ
っ
さ
い
を
度
外
視
す
れ
ば
、
現
存
状
態
の
基
礎
1

現
存
状
態
の
基
探
に
横
た
わ
乙
関
係
1

1

の
た
え
ざ
る
再
生
産
、
が
時
の
た
つ
う
ち
に
規

律
づ
け
ら
れ
秩
序
づ
け
ら
れ
た
形
態
を
と
る
や
否
や
、
と
に
か
く
お
の
ず
か
ら
こ
う
し
た
こ
と
が
生
ず
る
。
そ
し
て
こ
の
規
律
と
秩
序
は
、
そ
れ
自
身
、

あ
ら
ゆ
る
生
産
様
式
i
!
こ
れ
は
、
社
会
的
に
確
立
し
、
単
な
る
偶
然
ま
た
は
怒
意
か
ら
独
立
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
1
iー
の
不
可
快
の
契
機
で
あ
る
。
こ
の
規

律
と
秩
序
こ
そ
は
、
あ
ら
ゆ
ノ
?
生
産
様
式
の
社
会
的
確
立
、

L
た
が
っ
て
単
な
る
習
志
お
よ
び
単
な
る
凶
然
か
ら
の
相
対
的
解
放
の
形
態
で
あ
る
。
あ
ら

ゆ
る
生
産
板
試
は
、
生
産
過
程
な
ら
び
に
こ
れ
に
照
応
す
る
社
会
酌
諸
関
係
の
停
滞
状
態
の
も
と
で
位
、
そ
れ
自
身
の
単
な
る
反
復
的
再
生
産
に
よ
っ
て

こ
の
形
態
を
達
成
す
る
。
乙
の
形
態
は
、
断
固
く
つ
づ
け
ば
、
習
慣
お
よ
び
伝
統
と
し
て
白
か
ら
を
確
立
し
、
つ
い
に
は
明
文
の
法
律
と
し
て
神
霊
化
さ
れ

る
』
(
資
木
論
青
木
文
庫
-
三
一
一
一
八
ペ
ー
ジ
)

と
す
る
。

こ
う
し
て
近
代
的
所
有
権
が
性
的
に
確
立
さ
れ
る
ま
で
の
経
過
点
と
し
て
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
展
開
に
と
っ
て
、
と
れ

ま
で
の
主
要
な
生
産
手
段
た
る
土
地
に
対
す
る
所
有
形
態
が
、
農
業
の
生
産
関
係
に
生
じ
た
諸
変
化
に
も
と
づ
き
、

そ
れ
に
適
応
し
た
所

有
形
態
が
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
、

そ
れ
が
国
定
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
土
地
に
対
す
る
私
的
所
有
権
、

つ
ま
り
私
的
土
地
所

有
権
が
新
ら
し
い
生
産
方
法
に
適
応
し
た
所
有
形
態
と
し
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、

そ
こ
で
は
ま
だ
資
本
主
義
的
生
産
関
係

は
現
実
に
社
会
的
規
模
を
も
っ
て
展
聞
き
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
の
土
地
独
占
の
法
的
保
証
は
農
業
生
産
自
体
の
発
展
段
階
を
反
映

し
、
農
業
を
資
本
の
下
に
隷
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
土
地
所
有
形
態
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
近
代

的
土
地
所
有
権
で
な
い
と
と
を
意
味
し
て
い
げ
の
。

と
と
%
が
私
的
土
地
所
有
権
は
、
ぞ
れ
臼
p

討
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
近
代
的
所
有
権
、

つ
ま
り

K
・
マ
ル
ク
ス
の
記
述
し
て
い
る
主
う
な
『
農
業
を
資
本
の
下
に
誠
一
周
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
き
れ
る
』
と
こ
ろ
の

土
地
所
有
形
態
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
う
し
た
土
地
所
有
形
態
へ
の
前
提
を
な
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
資
本
主
義
的
生
産
が
土
地

の
独
占
、
そ
の
生
産
過
程
へ
の
再
接
参
加
を
日
直
結
と
す
む
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
資
本
主
義
的
生
産
は
一
方
に
於
て
土
地
所
有
を
身
分

的
な
隷
属
間
協
か
ら
解
放
さ
せ
る
こ
と
合
必
要
と
す
る
と
同
時
に
、
他
方
に
於
て
は
w
労
働
条
件
と
し
て
の
土
地
を
土
地
所
有
権
・
土
地
所

有
権
者
か
ら
引
き
は
な
し
、
資
本
家
と
労
働
者
の
関
係
に
よ
る
直
接
的
な
生
産
過
程
に
よ
っ
て
、
価
値
の
実
現
を
は
か
ろ
う
と
す
る
か
ら



で
あ
る
。

こ
う
し
て
も
と
も
と
土
地
に
対
す
る
独
占
の
法
的
表
現
に
過
ぎ
な
か
っ
た
私
的
土
地
所
有
権
の
法
的
概
念
は
、
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
木
来
的
に
は
士
地
独
占
と
相
容
れ
な
い
は
ず
の
資
木
に
対
す
る
独
占
を
法
的
に
表
現
し
て
い
る
近
代
的
所
有
権
に
上
昇
・
転

化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
上
昇
・
転
化
が
私
的
所
有
権
の
法
的
概
念
構
成
を
用
い
て
な
さ
れ
ゐ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
所
有
一
般
と
し

て
抽
象
化
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
近
代
的
所
有
権
の
も
と
で
、
資
本
の
独
占
が
原
理
的
に
切
っ
ち
た
て
ら
れ
る
の
は
、
法
形
式
に
お
け

る
抽
象
性
・
形
式
性
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
も
と
も
と
近
代
法
体
系
自
体
は
、
現
実
の
社
会
関
係
の
一
切
を
拾
象
し
た
抽
象
的
・
形
式
的

な
観
念
の
体
系
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
近
代
的
所
有
権
秩
序
は
現
実
の
社
会
関
係
と
し
て
の
所
有
の
秩
序
・
資
本
の
法
秩

序
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
資
本
主
義
社
会
で
は
す
べ
て
の
物
が
商
品
と
し
て
存
在
す
る
と
理
解
さ
れ
、
抽
象
的
な
商
品
に
対
す
る

所
有
権
と
し
て
等
質
化
さ
れ
る
と
い
う
性
格
が
、
私
的
所
有
権
に
対
す
る
抽
象
的
な
概
念
構
成
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

c

と
う
し
て
近
代
的
所
有
権
梗
念
は
、

そ
れ
が
資
木
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

ま
た
士
地
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
等
質
化
さ
れ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
同
時
に
そ
れ
が
生
産
手
段
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

ま
た
出
買
手
段
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
均
し
く

等
質
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
現
実
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
近
代
的
所
有
権
の
も
つ
社
会
的
意
味
は
、

そ
れ
が
現
に
果
し

て
い
る
経
済
的
諸
機
能
に
応
じ
て
、
具
体
的
性
格
が
附
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
資
本
主
義
社
会
で
の
近
代
的
所
有
権
は
私
的
所
有
権

の
概
念
拡
張
の
結
果
と
し
て
、
資
本
に
対
す
る
私
的
H

資
本
主
義
的
所
有
を
法
制
的
に
固
定
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

川
。
従
っ
て
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
が
近
代
的
所
有
権
と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
た
ん
に
表
現
さ
れ
て
い
る
条
文

的
形
式
に
お
い
て
は
主
張
き
れ
え
な
い
。
条
文
の
も
つ
法
的
表
現
の
同
一
性
に
よ
っ
て
、
同
一
の
法
的
性
格
を
も
っ
と
い
う
盟
解
は
生
ま

そ
の
た
め
に
は
そ
れ
の
現
実
に
果
し
て
い
る
社
会
的
機
能
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
て
こ
な
い
し
、

近
代
的
所
有
権
の
構
成
主
形
成

同

七
七



近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

同

七
A 

甲
斐
道
太
郎
教
授
は
『
所
有
権
と
所
有
ー
l
近
代
土
地
一
川
有
権
史
研
究
の
た
め
の
覚
書
け
」
(
甲
南
論
集
六
巻
三
サ
一
九
五
八
年
六
月
)
の
な
か

で
、
『
私
は
む
し
ろ
「
所
有
権
」
と
い
う
概
念
を
ロ

1
7
法
、
近
代
大
陸
法
に
お
け
る
法
典
上
の
存
布
に
限
定
し
た
方
が
よ
い
と
考
え
る
。
こ
の
場

合
「
近
代
的
所
有
権
」
は
近
代
資
本
制
社
会
に
お
け
る
生
産
関
係
に
還
合
す
べ
き
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
た
「
所
有
権
)
を
意
味
す
る
c

そ
し
て
そ

の
土
う
な
も
の
と
し
て
の
坦
代
的
土
地
所
有
権
の
成
立
通
経
及
び
現
実
の
社
会
間
保
に
お
い
て
近
代
士
地
所
有
権
の
示
す
意
義
、
換
一
一
一
目
す
れ
ば
「
土

地
所
有
し
と
「
土
地
所
有
権
」
の
相
互
的
関
連
の
仕
方
を
探
求
す
る
こ
と
が
「
近
代
的
土
地
所
有
権
一
研
究
の
は
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
る
』

(
同
上
七
三
ペ
ー
ジ
)
と
さ
れ
て
小
る
。

2

と
の
点
に
つ
い
て
は
わ
た
し
の
『
旧
民
法
と
明
治
民
法
』
(
青
木
書
出
一
九
六
五
年
一
一
月
)
で
〈
わ
し
く
取
扱
っ
て
い
る
の
で
参
照
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

3

へ
1
Jア
マ
ン
土
地
法
要
綱
巌
松
堂
書
白
康
徳
凹
年
一

(
U
月
四
二
ペ
ー
ジ
。

4
船
田
享
二
氏
は
『
羅
馬
渋
第
二
巻
』
(
岩
波
書
庖
一
九
四
三
年
五
月
)
で
『
経
馬
人
は
一
般
用
語
と
し
て
容
体
の
所
有
権
を
有
す
る
関
係
主
亦
す

た
め
に
「
客
体
は
自
分
の
も
の
で
あ
る
」

(
S
2
5
m
mお
)
と
い
い
、
又
古
く
は
所
有
権
を
そ
の
作
用
の
方
面
か
ら
指
示
し
て
使
用
・
収
益
・
把
持
・

占
有
(
丘
四
片
岡
Z
H
M
Z
Z志
望
臼
田
正
日
開
〉
と
い
っ
た
け
れ
ど
も
、
共
和
制
末
期
に
は
所
有
権
の
意
味
に
お
い
て
自
由
ロ

5
g
E
B
u
g出
口
目
立
ロ
誌
の
語

を
用
ゐ
た
場
合
も
あ
る
。
古
典
時
代
の
法
学
者
は
一
般
に
所
有
権
を

E
B宮
山
口
日
所
有
者
を
合

B
E
5
と
い
っ
た
け
れ
ど
も
、
是
等
の
語
は
支

配
又
は
権
力
更
に
権
利
の
意
味
に
も
用
ゐ
ら
れ
た
。
更
に
古
具
時
代
の
後
に
は
育
毛
門
目
立
訟
の
却
が
用
ゐ
ら
れ
、
こ
の
語
は
排
他
的
絶
対
的
に
客

体
が
或
主
体
の
有
に
帰
属
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
法
源
に
お
い
て
一
般
的
な
所
有
権
の
定
義
と
見
る
べ
き
も
の
は
見
出
さ
れ
ず
、
而
し
て
右
の
如
き

用
語
に
よ
っ
て
既
に
所
有
権
が
絶
対
的
か
っ
排
他
的
な
支
配
権
と
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
学
提
要
は
こ
れ
を
以
て

物
に
お
け
る
完
全
な
権
力
(
立
自
由
吉
宮
司

2
2
g
m
)と
す
る
』
(
向
上
三
二
七

t
二
一
二
八
ペ
ー
ジ
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

5
W
げ
は
辺
洋
三
近
代
市
民
法
の
変
動
と
問
恒
現
代
法
第
一
巻
(
岩
波
吾
居
一
九
六
五
年
六
月
)
七
五
ペ
ー
ジ
。

1 

七

旧
民
法
の
所
有
権
規
定
を
さ
さ
え
た
社
会
的
基
盤

旧
民
性
に
説
定
さ
れ
た
所
有
権
規
定
が
、
そ
の
条
文
的
表
現
ど
う
り
の
近
代
的
所
有
権
と
し
て
規
定
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
が
主
際



と
こ
ろ
が
周
知
の
よ
う
に
旧
民
法
は
施
行
を
め

ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
日
本
民
法
典
論
争
に
も
と
ボ
つ
い
て
、
実
際
に
は
そ
の
施
行
が
無
期
延
期
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
旧

に
ど
の
よ
う
な
社
会
的
機
能
を
果
し
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。

民
法
の
所
有
権
規
定
が
実
際
に
ど
の
よ
う
な
社
会
的
機
能
を
果
し
た
か
の
検
討
を
法
的
事
実
に
従
っ
て
分
折
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
検
証
し

て
い
く
こ
と
を
不
可
能
な
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
を
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
と
対
比
し

て
、
そ
と
に
条
文
的
表
現
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
な
お
そ
の
法
的
意
味
と
法
的
性
格
の
差
異
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、

そ
う
し
た
指
摘
を
な
す
た
め
の
準
備
と
し
て
、
明
治
維
新
以
後
の
土
地
立
法
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
土
地
所
有

権
、
そ
し
て
そ
の
も
と
で
現
実
の
土
地
関
係
が
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
土
地
所
有
権
と
、

旧
民
法
の
所
有
権
規
定
と
が
ど
の
よ
う
な
関

係
に
お
か
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

旧
民
法
の
所
有
権
規
定
は
い
う
ま
で
も
な
く
所
有
一
般
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
そ
の
た
め
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
に
し
め
さ
れ
る

原
理
的
規
定
は
、
当
然
に
土
地
に
対
す
る
所
有
権
に
も
反
映
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

旧
民
法
の
近
代
的
所
有
権
と
し
て
の
条
文
的
表

現
は
、
こ
の
土
地
所
有
権
に
対
し
て
も
あ
て
は
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
旧
民
法
の
土
地
所
有
権
が
た
ん
な
る
私
的
土
地
所

有
権
と
し
て
で
は
な
く
、
近
代
的
土
地
所
有
権
と
し
て
の
法
的
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
い
こ
な
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
検

討
は
旧
民
法
と
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
権
規
定
の
関
係
の
検
討
と
い
う
側
面
に
お
い
て
、

い
ま
一
つ
は
旧
民
法
の
編
纂
過
程

で
生
じ
た
社
会
・
経
済
的
条
件
の
変
化
が
、
明
治
維
新
以
後
の
土
地
立
法
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
私
的
土
地
所
有
権
を
、

で
変
え
た
か
と
い
う
点
の
検
討
と
い
う
こ
つ
の
側
面
か
ら
な
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
し
か
し
旧
民
法
が
一
度
も
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
と
い
う
法
的
事
実
の
も
と
で
は
、
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
が
当
時
の
社
会
・
経
済
的
条
件
の
も
と
で
企
図
さ
れ
た
法
的
機
能
を
現
実

い
か
な
る
形
態

に
達
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
法
的
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
の
検
討
と
い
う
ま
わ
り
道
に
よ
っ
て
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

同

七
九



近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

持

八。

つ
の
手
が
か
り
を
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
近
代
的
所
有
権
に
対
す
る
法
的
理
解
は
、

こ
れ
ま
で
封
建
的
農
業
生
産
の
も
と
で
主
要
な
生
産
手
段
を
な
し
て
き
た

土
地
に
対
す
る
所
有
関
係
の
現
実
的
変
化
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
人
々
は
自
己
の
経
験
的
事
実
に
も
と
*
つ
い
て
事
態
の
意

味
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
封
建
法
の
も
と
で
土
地
関
係
は
領
主
的
強
制
力
に
上
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。
こ

の
場
合
領
主
的
強
制
力
は
経
済
外
的
な
強
制
を
と
っ
て
ゐ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
封
建
社
会
に
お
け
る
領
主
H

農
民
と
い
う

関
係
に
し
め
さ
れ
る
非
合
理
的
な
社
会
関
係
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
ο

そ
の
た
め
封
建
的
土
地
所
有
は
ニ
ぷ
の
定
式
化
さ
れ

た
法
的
概
念
に
よ
る
法
的
構
成
を
と
っ
て
構
築
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
農
村
経
済
に
侵
透
し
て
き
た
小
商
品
生
産
の
発
展
は
、

こ
れ
ま
で
の
封
建
的
土
地
関
係
に
一
定
の
変
化
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
新
ら
し
い
事
態
に
適
応
す
る
土
地
所
有
に
対

す
る
法
的
形
態
に
転
化
さ
せ
る
基
礎
的
条
件
が
成
熟
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
農
業
に
お
け
る
こ
の
新
ら
し
い
経
済
的
変
佑
を
体
制

的
に
確
立
し
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
政
治
的
支
配
を
排
除
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
農
業
生
産
に
お
け
る
か
か
る
形
態
変
化

は
、
そ
の
経
済
的
要
求
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
、

こ
の
政
治
的
極
桔
を
排
除
し
、
こ
れ
ま
で
封
建
法
に
上
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
土
地

関
係
に
お
け
る
封
建
的
土
地
所
有
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
て
私
的
土
地
所
有
権
が
農
業
に
お
け
る
小
商
品
生
産
を
経
済
的
土
台

と
な
し
つ
つ
、
現
実
佑
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
維
新
以
後
の
土
地
立
法
は
こ
う
し
た
農
業
生
産
に
お
け
る
経
済
的
関
係
の
変
化

i
l

と
れ
は
徳
川
封
建
社
会
の
胎
内
で
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
が

l
ー
を
経
済
的
土
台
と
し
、
そ
の
経
済
的
要
求
を
法
制
的
に
実
現
さ
せ

る
た
め
の
法
的
形
態
上
に
お
け
る
変
化
と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
農
業
に
お
け
る
小
商
品
生
立
庄
の
任
透
を
背
景
と
し
て
、
徳

川
封
建
社
会
の
未
期
に
は
、
新
地
主
が
形
成
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
地
主
は
特
定
物
年
貢
を
領
主
に
対
し
て
請
負
う
こ
と
と
引
き
変
え

に
、
封
建
領
主
か
ら
土
地
に
対
す
る
使
用
・
収
益
・
処
分
の
三
要
素
を
内
容
と
す
る
機
能
を
条
件
附
で
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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『
貨
幣
地
代
と
と
も
に
、
土
地
の
一
部
分
を
占
有
し
て
耕
作
す
る
小
作
人
と
土
地
所
有
者
の
間
の
伝
統
的
な
慣
習
法
的
関
係
が
、
必
然
的
に
契
約
上
の

デ
A

ザ
ッ
ヘ
・
4

ア
ッ
ハ

実
定
法
の
明
文
に
従
っ
て
規
定
さ
れ
た
、
純
粋
な
、
貨
幣
関
係
に
転
形
す
る
。
だ
か
ら
、
耕
作
す
る
占
有
者
は
事
実
上
、
単
な
る
借
地
農
業
者
と
な
る
。

こ
の
転
形
は
、
一
一
回
で
は
、
そ
の
他
の
適
当
な
一
般
的
生
産
誌
関
係
の
も
と
で
は
、
旧
来

ω農
民
的
占
有
者
を
だ
ん
だ
ん
に
収
奪
し
て
、
そ
の
代
り
に
資

本
制
的
借
地
農
業
者
を
置
く
た
め
に
利
用
さ
れ
る

h

他
面
で
は
、
こ
の
転
形
に
よ
り
、
従
米
の
占
有
者
は
金
を
払
っ
て
自
分
の
地
代
支
払
義
務
を
免
れ

て
、
自
分
の
完
全
所
有
権
を
も
っ
独
立
農
民
に
転
化
す
る
』
(
長
谷
部
文
雄
訳
資
本
論
青
木
文
庫
版
一
一
一
一
一
九
五
三
年
八
月
一
一
一
一
五
ペ
ー
ジ
〉

す
な
わ
ち

と
な
し
て
い
る
。
農
業
生
産
は
小
作
制
度
と
い
う
経
済
的
形
態
を
と
っ
て
、
直
接
生
産
者
で
あ
る
農
民
(
小
作
人
)
の
手
に
よ
っ
て
実
現
さ

せ
ら
れ
て
い
た
。
明
治
維
新
後
の
小
作
関
係
も
、

こ
う
し
た
農
業
生
産
の
経
済
的
形
態
を
表
現
し
、

た
だ
明
治
維
新
以
後
の
土
地
立
法
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
私
的
土
地
所
有
権
と
結
合
し
た
社
会
関
係
と
し
て
の
特
色
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
小
作
関
係
が
形
式
的
な
契

約
関
係
と
し
て
の
姿
態
を
と
っ
て
い
る
点
か
ら
、
直
ち
に
近
代
的
小
作
関
係
と
し
て
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
近

代
的
小
作
関
係
は
、
近
代
的
土
地
所
有
権
と
結
び
つ
い
て
は
じ
め
て
展
開
で
き
る

σ

も
ち
ろ
ん
資
本
主
義
的
生
産
に
と
っ
て
は
、

い
U
出
戸
ず
h
a

」
」
品
川
「
同
μ

有
の
独
占
は
一
つ
の
歴
史
的
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
私
的
土
地
所
有
権
と
形
式
的
な
契
約
関
係
の
生
成
は
、

土

地

所

有

制
を
資
本
主
義
の
経
済
的
要
求
に
適
合
さ
せ
る
形
態
に
、
転
化
し
う
る
条
件
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
げ
c

土
地
に
対
す
る
独
占
、

つ
ま
り
土
地
に
対
す
る
使
用
・
収
益
・
処
分
と
い
う
社
会
的
機
能
を
表
現
し
て
い
る
法
的
意
味
で
の
土
地
所
有

の
独
占
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
社
会
・
経
済
的
条
件
に
依
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
法
的
形
式
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
か
ぎ

り
、
搾
取
関
係
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
所
有
権
一
般
の
投
影
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
(
》
従
っ
て
、

土
地
所
有
の
独
占
は
自

然
的
基
本
権
と
し
て
の
白
由
権
思
想
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
徳
川
封
建
社
会
の
末
期
に
準
備
さ
れ
、
明
治
維
新
以

後
に
勢
力
的
に
紹
介
・
移
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
西
欧
諸
国
の
先
進
的
思
想
1

1

啓
蒙
的
自
然
思
想
1
!
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ

近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

伺

^ 



近
代
的
所
手
権
の
構
成
と
形
成

同

入

て
、
強
固
な
思
想
的
支
持
を
え
る
こ
と
に
な
る
。

い
ま
明
治
維
新
以
後
に
紹
介
さ
れ
た
西
欧
諸
国
の
先
進
的
思
想
を
概
観
し
て
み
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
西
周
、
津
田
真
道
、
市
川
斉
官
、
加
藤
弘
之
等
に
よ
る
政
治
・
法
律
書
の
翻
訳
が
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
中
村
敬
宇
は
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
l
ト
・
ミ
ル

(
H
C
F
ロ
ω
Z恒
三
宮
巳
)
の

EOロ
巴

σ
R
4
3
を
訴
訳
し
『
白
白
之
理
」
(
明
治
四
年
)

と
し
て
刊
行
し
た
。

ま
た
小
幡
篤
二
郎
は
ト
ク
ウ
イ
i
ル
(
旨
日
目
的
。

Eユ
g
F口
氏
口
令
色
号
斗

czsi--白
)
の

z
F
o
u
-目。白山片山内山

g

k
r
B
O巳

ρ
5
3
の
一
部
を
抄
訳
し
、
『
土
木
自
由
之
論
』
(
明
治
六
年
)
を
刊
行
し
た
。

そ
し
て
加
藤
弘
之
は
守
国
体
新
論
』
(
明
治
七
年
)
を

刊
行
し
た
。
こ
れ
ら
の
書
は
ひ
ろ
く
一
般
に
読
ま
れ
、
人
々
に
多
く
の
影
響
を
あ
た
え
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
川
。

一
八
七
五
年
(
明
治

八
年
)
に
は
永
峯
秀
樹
が
ジ
ヨ
ン
・
ス
チ
ユ
ア
l
ト
・
ミ
ル
の

E
C
Oロ∞
E
2
E
Z
D
O
D
同
名
目
的

g
g片
山
」
君
。
。
J
1
2
8
0
E
3
(代
議
政
体
)

を
翻
訳
・
刊
行
し
、
ま
た
何
礼
之
が
そ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
(
冨
。
口
付
目
的
官
庁
ロ
)
の

E
F
・
ロ
岳
山
片
含

F
a印
3

(

万
法
精
理
)
を
翻
訳
・
刊
行
し
た
。

さ
ら
に
一
八
七
六
年
(
明
治
九
年
)
に
は
中
島
勝
気
が
『
俗
夢
驚
談
』
を
、

そ
し
て
一
八
七
九
年
(
明
治
二
一
年
)
に
は
、
服
部
徳
が
ル
ソ
!

(問。口出田町田口)

の
h
h

門
)
ロ
町
。
ロ
青
山
片

ω宮山田
-
w
w
(

民
約
論
)
を
、
児
島
彰
一
一
が
寸
民
権
問
答
」
を
刊
行
し
た
。
ま
た
一
八
七
九
年
(
明
治
二
一
年
)

に
は
植
木
枝
盛
が
『
民
権
自
由
論
』
を
、

さ
ら
に
一
八
八

O
年
(
明
治
二
二
年
)
に
は
外
山
正
一
が
「
民
権
弁
惑
』
を
出
版
し
た
。

ま
た
一

八
八
一
年
(
明
治
一
四
年
)
に
は
松
島
剛
が
ハ

1
パ
1
ト
・
ス
ベ
ン
サ
ア
(
出
向
宮
片
付

ω宮
R
2
)
の

εω
。
の
山
内
込
空
白
昨
日
2
3
を
翻
訳
し
『
社
会

平
等
論
』
を
刊
行
し
、
金
子
堅
太
郎
が
『
政
治
論
略
」
を
刊
行
し
、

エ
ド
モ
ン
ド
・
パ

l
グ

(EscE
∞
日
町
内
)
の
思
想
の
紹
介
を
な

し
、
ま
た
平
田
東
助
が
『
国
家
論
』
を
刊
行
し
、

ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
イ
(
回
E
E
R
E
-
)
の

ε
ω
g
m件当
R
B円
σ戸
。
弓
を
紹
介
し
た
。

つ
づ
い

て
一
八
八
二
年
(
明
治
一
五
年
)
に
は
長
束
宗
太
郎
の
『
民
権
家
必
続
主
権
論
纂
」
、
加
藤
弘
之
の
守
人
権
新
説
駿
論
』
が
、

ま
た
ル
ソ

l

の

3σ
ロ
ゎ
。
口
同
吋
旦

ω。
己
己
。
ロ
胃
E
a宮
田
門
凶
ロ
ロ
円
。
庄
司
。
毘
昨
日
円
阿
戸
M
O
w
-
(

社
会
契
約
論
)
の
訳
で
あ
る
『
民
訳
訳
解
』
が
中
江
篤
介
に
よ
っ

て
刊
行
さ
れ
た
。

そ
し
て
一
八
八
一
二
年
(
明
治
二
ハ
年
)
に
は
、
馬
場
辰
猪
の
『
天
賦
人
権
論
』
、
植
木
枝
盛
の
『
天
賦
人
権
弁
』
、
和
田
稲
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709 
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2，149 

635 

地

近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

伺

積
の
叶
通
俗
無
上
政
論
』
等
々
が
、

ま
た

文
部
省
も
ホ
ッ
プ
ス
(
、
5
0
5
8
国
各
宮
町
)

の

h
h
F
0
4
S
F
S
。同円。
5
5。ロヨ
@-Fww

そ
翻
訳
し
『
主
権
論
」
を
刊
行
し
た
。
さ

ら
に
一
八
九
四
年
に
は
柿
木
校
盛
の
『

局
議
院
論
』
、
小
野
梓
の
「
民
止
之
骨
』

が
、
ま
た
一
八
九
六
年
(
明
治
一
九
年
)
に

は
永
井
修
平
が
マ
キ
ア
ベ
リ
イ

(
5
2
0
E

し~
て E
ョ哲
三存r 叩

論 E
(J) 

を
干IJb
'一一

千丁 目

i=i 
v ト同・

7二5) 日

官

を
訳

こ
う
し
て
明
治
組
新
以
後
、

西
欧
諸
国

の
社
会
思
想
、
こ
と
に
自
然
的
基
本
権
に

つ
い
て
の
閏
然
法
思
想
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
紹

介
さ
れ
て
き

し
か
し

そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、

こ
れ
ら
の
自
然
法
思
想
に
よ

っ
て
自
然
的
基
本
権
と
し
て
の
近
代
的
所

有
権
に
対
す
る
思
想
が
、
人
々
に
一
般
的

)¥ 



近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

同

に
定
着
し
た
と
は
い
い
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
思
想
が
根
づ
く
歴
史
的
条
件
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
明
治
維

そ
の
他
の
諸
政
策
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

iI7ーで亘
1l可土 1 -1 二~I__~
判21 1，694 1 123，327 1254 I 407110，2町

|23l2山 I346，979 1 内 5イ|
5I 2，767 …|叫 7…m

~2;l5， 985 I山

785 

2 

27 

八
四

新
以
後
に
明
治
政
府
の
と
っ
た
殖
産
興
業
、

保
護
・
育
成
政
策
に
よ
っ
て
、

日
本
資
本
主
義
の
成
育
が
な
し
と
げ
ら
れ
た
。
こ
れ

は
い
わ
ば
上
か
ら
の
諸
政
策
に
よ
っ
て
日
本
資
本
主
義
の
も
つ
後
進
性
を
と
り
ど
も

す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
明
治
政
府
に
よ
る
保
護
・
育
成
に

依
存
し
て
き
た
日
本
資
本
主
義
の
発
展
の
も
と
で
ほ
、

ブ
ル
ョ
ジ
ア
ジ
i
自
体
の
形

成
が
弱
か
っ
た
。
と
の
こ
と
は
つ
ぎ
の
詰
資
料
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
ほ
ぽ
理
解
で

き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

ま
づ
明
治
維
新
以
後
の
租
税
収
入
の
割
合
を
考
察
し
て

み
る
と
一
八
三
ペ
ー
ジ
の
去
の
よ
ろ
に
な
る
。
こ
の
去
で
明
ら
か
の
よ
う
に
歳
入
中

地
租
収
入
の
占
め
る
割
合
は
一
八
七
九
年
(
明
治
一
一
一
年
l

)

ま
で
は
七
五

t
八
五
%
前

後
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
日
本
資
本
主
義
の
発
達
に
と
も
な
い
。
次
第
に
低
下
す
る
こ

と
に
な
る
が

一
八
八
四
年
(
明
治
一
七
年
)
に
お
い
て
も
な
お
六
回
が
を
占
め
て
い

た
。
し
か
し
日
露
戦
争
の
長
に
は
、

一
九
一
一
一
年
(
大
正
元
年
)
に

五
O
M
P
と
な
わ
戸
、

ま
だ
蒸
気
力
を
利
用
し
た
工
場
数
宏
み
る
と
、

上
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
表
に
よ
っ
て
一
八
八
八
年
(
明
治

二
一
年
)
以
降
工
場
数
が
急
速
に
増
加
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
し
か
も
工
場
職
工
数
に
つ
い
て
み
る
と
、

ns 

に
な
る
。
と
れ
ら
の
表
に
内
よ
っ
て
近
代
的
工
場
生
産
が
、
一
八
八
八
年
(
明
治
二
一
年
)
以
後
急
速
に
発
展
し
、
資
本
主
義
的
生
産
が
社
会
的

一
八
五
ペ
ー
ジ
の
表
の
よ
う

規
模
で
展
開
し
た
と
と
を
知
る
と
と
が
で
き
る
c

従
っ
て
明
治
維
新
以
後
し
ば
ら
く
の
聞
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
社
会
的
思
想
の
担
い
手



|工場職工数 l時工場械工数|合 言十

明治19年 l 11，557 

20 10，063 

21 9，915 

22 I 220， 138 I 9，441 

23 346， 979 10.088 

24 321，624 10， 997 

25 294，425 12，176 

26 11，647 

27 381. 390 14，569 

と
な
り
う
る
ま
で
に
成
長
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
解
る
。

こ
の
こ
と
は
自
然
的
基
本
権
と
し
て
の
近
代
的
所
有
権
に
対

す
る
法
思
想
が
ま
だ
充
分
に
定
着
で
き
る
基
礎
的
条
件
を
献

い
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
と
に
な
る
。

だ
か
ら
旧
民
法

の
所
有
権
規
定
に
表
現
さ
れ
て
い
る
近
代
的
所
有
権
と
し
て

の
自
由
性
と
絶
対
性
と
は
、
現
実
の
土
地
関
係
に
た
い
す
る

場
合
に
は
前
近
代
的
な
も
の
と
し
て
、
私
的
土
地
所
有
権
の

確
立
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
機
能
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

明
治
維
新
以
後
、
地
主
の
経
済
的
地
位
を
強
化
す
る
政
治

的
運
動
が
、
自
由
民
権
運
動
と
結
び
つ
く
自
由
党
の
政
治
的

主
張
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
一
自
由
党
の
運
動
は
一

政
治
勢
力
の
支
柱
と
し
て
こ
れ
を
利
用
し
た
。

租
軽
減
と
い
う
地
主
の
経
済
的
要
求
を
か
か
げ
て
肝
治
政
府
と
対
決
し
た
っ
明
治
政
府
は
農
村
に
お
け
る
地
主
の
地
位
を
利
用
、
)
、
白
己
の

方
で
は
政
治
的
参
加
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
地

そ
の
た
め
一
定
の
限
度
内
で
地
主
の
要
求
を
い
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
土
地

所
有
権
に
も
反
映
す
る
。
農
村
に
お
け
る
地
主
の
政
治
的
・
経
済
的
地
位
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
土
地
耕
作
権
を
土
地
所
有
権
に
従
属

対
し
て
所
有
権
を
あ
た
え
、

さ
せ
る
と
い
う
関
係
に
お
い
て
確
立
さ
せ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
だ
か
ら
土
地
か
ら
の
作
徳
を
収
納
し
て
い
た
と
い
う
外
形
的
所
有
に

一
地
両
主
の
関
係
の
も
と
で
現
実
に
耕
作
し
て
き
た
者
の
耕
作
権
(
開
与

g
u
g仲

間

C

ロ
)
を
収
去
す
る
と
い
う
方

近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

伺

一
八
五



近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

司
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向
で
実
現
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
つ
こ
の
こ
と
は

K
・
マ
ル
グ
ス
が
農
業
に
お
け
る
資
本
主
義
的
生
産
の
展
開
の
条
件
と
し
て
記
述
し
て

い
る
近
代
酌
所
有
権
の
確
立
と
い
う
方
向
で
は
な
く
、
農
業
生
庄
の
諸
条
件
を
土
地
所
有
に
徒
一
局
せ
し
め
る
と
い
う
私
的
土
地
所
有
権
の

確
立
と
い
う
こ
と
に
お
し
と
ど
め
る
こ
と
に
な
る

c

こ
う
し
て
直
接
生
産
者
た
る
農
民
を
地
、
上
に
蒜
属
さ
せ
る
関
係
を
実
現
し
、
寄
生
地

主
制
の
確
立
が
企
図
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
明
治
維
新
以
後
の
土
地
立
法
は
、
私
的
土
地
所
有
権
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
地
租
改
正
条
例
に
と
も
な
う
土
地
立
法
や
行
政
方
針
そ
し
て
地
主
層
を
基
盤
と
す
る
農
商
務
官
の
手
に
な
る
小
作
条
例
草
案
の

内
容
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
も
と
づ
く
旧
民
法
に
あ
っ
て
は
、
法
典
的
統
一
と
い
う
見
地
か
ら
近
代
的

所
有
権
規
定
に
貫
徹
し
て
い
る
法
原
理
を
、

土
地
に
対
す
る
所
有
権
規
定
に
も
貫
ぬ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

そ
の
た
め
旧
民
法
の

土
地
所
有
権
は
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
私
的
土
地
所
有
権
と
、

門
こ
の
よ
う
に
妥
協
す
る
か
が
問
国
と
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
旧
民
法
の
所

有
権
規
定
と
利
用
権
(
用
益
権
)
規
定
と
の
条
文
的
表
現
に
お
い
て
し
め
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
コ

い
う
ま
で
も
な
く
近
代
的
所
有
'
碓
の
法
的
概
念
は
、
権
利
の
客
体
に
対
し
て
も
つ
現
実
の
人
々
の
関
係
の
一
切
を
捨
象
し
て
組
立
て
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
近
代
的
所
有
権
が
、
抽
象
的
な
人
々
の
関
係
と
し
て
の
法
的
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ

れ
は
近
代
的
土
地
所
有
権
に
と
っ
て
も
同
慌
で
あ
る
。
近
代
的
所
有
権
は
そ
の
客
体
に
対
す
る
自
由
な
支
配
で
あ
る
。
こ
の
近
代
的
所
有

権
の
も
つ
法
的
機
能
か
ら
、
種
々
の
支
分
的
権
利
が
派
生
し
て
く
る
。

と
こ
ろ
が
明
治
維
新
以
後
の
土
地
立
法
に
よ
っ
て
、
土
地
所
有
権

者
と
土
地
利
用
権
者
と
の
関
係
が
、

土
地
に
対
す
る
所
有
権
と
利
用
権
(
用
日
否
権
)
の
二
重
構
造
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ

た
。
こ
の
場
合
土
地
所
有
権
者
と
土
地
利
用
権
者
と
の
問
係
は
、
抽
象
的
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
農
業
生
産
に
お
け
る
経

済
的
形
態
を
反
映
し
、
地
、
主
H

小
作
人
L
」
い
う
す
ぐ
れ
て
現
実
的
・
具
体
的
な
人
間
関
係
を
意
味
し
て
い
た
。
従
っ
て
土
地
所
有
権
か
ら

派
生
し
た
土
地
利
用
権
は
、
所
有
権
自
体
に
内
包
さ
れ
る
支
分
的
権
利
と
し
、
か
つ
所
有
権
に
従
属
す
る
と
い
う
形
態
に
お
い
て
存
在
す
る



こ
と
が
で
き
た
。

か
か
る
法
的
形
龍

γー
ー
所
有
権
に
利
用
権
(
用
益
権
)
が
従
属
す
る
と
い
う
法
的
形
態

i
iは
、
私
的
所
有
権
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
近
代
的
土
地
所
有
権
は
、
私
的
土
地
所
有
権
の
確
立
を
前
提
と
し
て
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
近
代
的
所
有
権
を
資

本
主
義
的
生
産
関
係
に
し
め
さ
れ
る
所
有
関
係
一
般
の
法
的
表
現
と
し
て
担
え
る
か
ぎ
り
、

土
地
に
対
し
て
も
近
代
的
所
有
権
が
貫
徹
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
的
所
有
権
に
お
い
て
は
、
派
生
し
た
利
用
権
(
用
益
権
)
が
一
つ
の
物
権
と
し
て
法
的
に
許
容
さ
れ
る
と

し
て
も
、
従
来
的
な
利
用
権
(
用
益
権
)
が
所
有
権
自
体
の
自
由
を
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
利
用
権
(
用
益
権
)
は
つ
ね
に
一
定

の
限
界
を
も
つ
い
わ
ゆ
る
制
限
物
権
と
し
て
の
法
的
地
位
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。

明
治
維
新
直
後
の
土
地
立
法
に
し
め
さ
れ
た
法
的
形
態
と
、
現
実
の
農
業
に
お
け
る
生
産
関
係
と
の
聞
に
は
、
予
盾
が
存
在
し
て
い

た
。
か
か
る
現
実
か
ら
土
地
に
対
す
る
所
有
権
を
、
現
実
の
農
業
生
産
関
係
自
体
と
か
か
わ
り
な
し
に
規
定
し
て
み
て
も
、

そ
れ
が
法
制

的
意
味
に
お
い
て
、
近
代
的
所
有
権
を
確
立
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
所
有
権
に
利
用
権
(
用
益
潅
)
が

従
属
す
る
と
い
う
法
的
形
態
を
と
っ
て
、
所
有
権
を
法
制
的
に
確
立
す
る
こ
と
に
、
直
接
生
産
者
で
あ
る
農
民
が
無
関
心
で
あ
っ
た
と
い

う
の
で
は
な
い
。
農
民
に
と
っ
て
は
利
用
権
(
用
益
権
)
が
所
有
権
に
対
し
て
優
位
に
、
少
く
な
く
と
も
対
等
な
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
る

こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
れ
は
大
井
憲
太
郎
の
『
土
地
平
分
法
』
に
し
め
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
農
民
の
階
級
的
利
益
を
代
表
し
た
主
張
も

な
さ
れ
向
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
農
民
の
階
級
的
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
農
民
の
利
害
を
代
表
す
る
組
織
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
全
国
的
な
統
一
的
な
農
民
の
組
織
の
み
ら
れ
な
か
っ
た
当
時
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
法
制
の
上
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
と
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
と
は
、
同
一
の
法
的
表
現
形
式
を
と
り
つ
つ
も
、
実
際
に
は
こ
う
し
た

社
会
・
経
済
的
条
件
そ
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
旧
民
法
と
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
の
も
つ
本
質
的
差
異
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
検
討
は
旧
民
法
と
明
治
民
法
の
土
地
所
有
権
に
対
す
る
土
地
利
用
権
(
用
益
権
)
の
関
係
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
よ

近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

同

一
八
七



近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

伺

八
八

っ
て
解
明
で
き
る
、
だ
ろ
う
。

明
治
維
新
以
後
、

日
本
の
農
業
生
産
力
は
天
皇
制
官
僚
の
指
導
と
強
制
に
よ
る
技
術
体
系
の
も
と
で
急
速
に
増
大
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の

農
業
技
術
が
天
皇
制
官
僚
に
依
存
し
た
こ
と
は
、
同
時
に
天
皇
制
を
支
え
て
い
る
寄
生
地
主
制
と
結
び
つ
い
て
、
土
地
に
対
す
る
近
代
的

土
地
所
有
権
の
定
着
を
困
難
な
も
の
と
し
叫
ん
。
こ
れ
ま
で
の
封
建
的
土
地
関
係
は
、
地
主
H

農
民
と
い
う
個
人
的
関
係
に
変
質
さ
せ
た

が
、
そ
の
内
実
に
お
い
て
は
地
主
U
小
作
人
と
い
う
隷
属
関
係
を
と
ど
め
て
い
た
。
寄
生
地
主
制
の
も
と
で
の
農
業
生
産
自
体
に
は
、

ヲー
にー

れ
ま
で
の
農
業
生
産
関
係
1

1

封
建
的
な
農
業
生
産

l
lが
保
持
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
寄
生
地
主
制
の
も
と
で
の
土
地
に
対
す
る
所
有
関

係
は
、
こ
う
し
た
農
業
生
産
自
体
の
も
つ
性
格
に
も
と
づ
い
て
、
依
然
と
し
て
封
建
的
土
地
所
有
関
係
が
残
さ
れ
、
近
代
的
所
有
権
を
前

A
U
 

提
と
す
る
土
地
関
係
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
こ
と
を
理
論
的
問
題
と
し
て
担
え
て
み
る
と
、
本
来
近
代
的
所
有
権
思
想
が
一
般
化
さ
れ
る

の
は
、
自
己
の
労
働
に
も
と
づ
く
労
働
生
産
物
に
対
す
る
所
有
が
成
熟
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
条
件
と
な
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
労
働
生

産
物
に
対
す
る
所
有
は
非
労
働
生
産
物
1

1

ー
た
と
え
ば
土
地
!
?
l
に
対
す
る
所
有
と
で
は
本
質
的
に
異
っ
た
も
の
と
な
る
。
近
代
的
所
有

権
と
は
こ
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
土
地
に
対
す
る
所
有
関
係
は
、
労
働
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
近
代
的
所
有
権
と
は
異
つ

て
他
人
の
労
働
と
労
働
生
産
物
と
を
直
接
に
支
配
す
る
所
有
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
土
地
所
有
が
資
本
と
し
て
の
意
味
を
も
た
な
い
社
会

に
あ
っ
て
は
、
自
然
的
基
本
権
と
し
て
の
所
有
権
思
想
が
社
会
的
な
も
の
と
な
り
う
る
条
件
を
訣
除
し
て
い
る
と
い
い
う
る
。
近
代
的
所

有
権
が
土
地
所
有
権
に
ま
で
一
般
化
さ
れ
う
る
の
は
、
土
地
所
有
者
と
土
地
利
用
権
者
と
が
対
等
な
関
係
と
し
て
成
り
立
ち
、
し
か
も
逆

に
利
用
権
(
用
益
権
)
に
所
有
権
が
依
存
す
る
と
い
う
関
係
に
お
い
て
、
法
的
に
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
は
商
品

生
産
の
発
達
が
、
労
働
生
産
物
に
対
す
る
所
有
を
成
熟
さ
せ
、

た
段
階
に
お
い
て
、

土
地
所
有
と
対
抗
し
、
土
地
所
有
よ
り
優
位
な
地
位
を
占
め
る
程
に
な
っ

は
じ
め
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
か
ら
近
代
的
所
有
権
思
想
宏
開
花
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
市
民



革
命
は
、
土
地
に
対
す
る
直
接
的
所
有
権

3
0
2
Z
E自
己

Z
n
E
B
)
と
用
益
物
権

2
0
S
E
E
S
5口
町
)
と
い
う
二
重
形
態
を
と
っ
て
い
た

封
建
的
土
地
所
有
の
廃
絶
を
、
要
求
す
る
土
地
革
命
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
、

こ
の
場
合
土
地
革
命
は
、
資
本
主
義
的
生
産
の
経

済
的
要
求
に
従
っ
て
、

土
地
に
対
す
る
所
有
権
と
利
用
権
(
用
益
権
)
と
の
関
係
を
、
利
用
権
(
用
益
権
)
の
優
位
に
確
定
し
た
。
従
っ
て
明

治
政
府
に
よ
る
一
連
の
土
地
立
法
は
、

か
か
る
農
業
生
産
に
あ
ら
わ
れ
た
形
態
的
変
化
を
背
景
と
し
つ
つ
、

上
か
ら
の
諸
政
策
l
l
h
日
本

資
本
主
義
の
後
進
性
を
と
り
除
く
た
め
の
ー
ー
に
適
応
し
た
土
地
制
度
上
の
改
革
堅
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
の
か
ぎ
り

で
土
地
に
対
す
る
所
有
権
と
利
用
権
(
用
益
権
)
と
の
二
重
形
態
を
と
っ
て
い
た
封
建
的
土
地
所
有
が
排
絶
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
明
治
椎
訴
以
後
の
土
地
立
法
に
し
め
さ
れ
た
所
有
権
の
も
つ
法
的
形
式
か
ら
、

さ
ら
に
は
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
の
も

つ
条
文
的
形
式
か
ら
、
直
ち
に
近
代
的
所
有
権
と
し
て
の
法
的
性
格
を
本
質
と
し
て
担
え
て
よ
い
か
ど
う
か
は
、
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
謀

題
と
な
る
。
そ
の
た
め
旧
民
法
の
土
地
所
有
権
規
定
と
土
地
用
盤
権
規
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
な
し
て
み
た
い
と
思
う
。

1 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し
の
『
旧
民
法
と
明
治
民
法
』
(
青
木
書
庖
一
九
六
五
年
一

た
だ
き
た
い
。
と
く
に
一
七
七
ペ
ー
ジ
以
下
で
、
こ
の
間
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

2

小
倉
武
一
土
地
立
法
の
史
的
考
察
農
林
省
農
業
綜
合
研
究
所
一
九
五
一
年
一
二
月
一
五
五
ペ
ー
ジ

3

宮
川
澄
日
本
民
法
央
論
争
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て
侍
立
教
経
済
学
研
究
六
巻
一
号
一
九
五
二
年
一
二
月
三
ペ
ー
ジ
以
下

4

西
村
真
次
小
野
梓
伝
富
山
房
一
九
三
五
年
一
一
月
一
一
六
ペ
ー
ジ
。
な
お
明
治
文
化
全
集
第
七
巻
所
収
の
下
出
産
吉
自
由
民
権
文
献
年

表
明
治
文
化
全
集
第
七
巻
所
収
の
士
口
野
作
造
政
治
文
献
年
衰
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

5

西
村
立
次
小
野
梓
伝
富
山
一
房
一
九
三
五
年
一
一
月
二
六
五
ペ
ー
ジ
。
な
お
宮
川
澄
『
日
本
民
法
典
論
争
の
社
会
・
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て

白
』
立
教
経
済
学
研
究
六
巻
一
号
(
一
九
五
二
年
一
一
一
月
)
九
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
し
て
下
さ
い
。

6

大
内
兵
衛
監
修
日
本
統
計
研
究
所
編
日
本
経
済
統
計
集
日
本
評
論
新
社
一
九
五
八
年
四
月

地
租
改
正
の
研
究
有
斐
閣
一
九
六
二
年
九
月
四
八
七
ペ
ー
ジ
。

7
木
村
荘
之
助
日
木
小
作
制
度
論
上
巻
叢
文
閣
一
九
三
六
年
九
月

一
月
)
で
く
わ
し
く
取
扱
っ
て
い
る
の
で
参
照
し
て
い

一一一一一一一

i
ニ
一
二
三
ペ
ー
ジ
。
福
島
正
夫

六
四
一
、
{
六
四
二
ペ
ー
ジ
。

近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

伺

一
八
九
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11 10 9 

宮
川
澄
旧
民
法
と
明
治
民
法
青
木
書
庄
一
九
六
五
年
一
一
月
二

O
八
ペ
ー
ジ
。

渡
辺
洋
三
所
有
権
の
思
想
(
現
代
法
日
岩
波
書
庖
一
九
六
六
年
一
月
)
一
五
九

l
一
六

0
ペ
ー
ジ
。

木
村
荘
之
助
日
本
小
作
制
度
論
上
巻
叢
文
閣
一
九
三
六
年
九
月
四
二
六
ペ
ー
ジ
。

渡
辺
洋
三
所
有
権
の
思
想
(
現
代
法
日
岩
波
書
庖
一
九
六
六
年
一
月
)
一
四
二

l
一
四
三
ペ
ー
ジ
。

8 

八

旧
民
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
と
土
地
利
用
権
の
関
係

法
典
上
の
近
代
的
所
有
権
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
は
、
所
有
権
と
利
用
権
(
用
益
権
)
の
相
互
関
係
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
る
。
従
っ
て
日
本
民
法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
る
所
有
権
は
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
条
文
的
表
現
を
と
っ
て
い
て
も
、

現
実
の
社

会
・
経
済
的
条
件
と
結
、
ひ
つ
い
て

一
定
の
社
会
的
機
能
を
果
す
こ
と
に
な
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
法
典
上
の
規
定
自
体
は
、

そ
の
法
的

構
造
に
従
っ
て
一
定
の
意
味
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
が
も
っ
条
文
的
表
現
に

従
う
、
法
論
理
構
造
か
ら
す
る
近
代
的
所
有
権
と
し
て
の
本
質
把
握
を
可
能
な
も
の
と
す
る
。

し
か
し
前
項
(
七

旧
民
法
の
所
有
権
規
定

を
さ
さ
え
た
社
会
的
基
盤
)

で
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
同
一
の
条
文
的
表
現
を
と
っ
て
い
て
も
、
本
質
的
意
味
を
異
に
す
る
と
い
う

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
所
有
権
規
定
の
も
つ
多
様
な
本
質
的
意
味
の
差
異
は
、
法
解
釈
と
い
う
法
的
技
術
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
た
め
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
の
本
質
的
毒
味
を
、

た
ん
に
そ
の
条
文
的
表
現
の
法
解
釈
に
よ
っ
て

な
し
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
く
り
返
し
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

旧
民
法
の
所
有
権
規
定
は
、
所
有
権
一
般

に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
抽
象
的
規
定
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
旧
民
法
の
所
有
権
境
定
を
法
解
釈
と
い
う
法
的
技
術
を
利
用

し
、
そ
の
条
文
的
表
現
の
も
つ
法
的
論
理
構
造
に
従
っ
て
、
か
り
に
近
代
的
所
有
権
と
し
て
本
質
的
意
味
を
附
与
し
て
も
、
所
有
権
規
定

の
現
実
に
は
た
す
法
的
機
能
は
明
確
に
さ
れ
え
な
い
。
し
か
し
近
代
的
所
有
権
と
し
て
の
法
的
意
味
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
土
地



に
対
す
る
所
有
権
に
た
い
し
て
も
、

そ
こ
で
貫
徹
し
て
い
る
法
的
原
理
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
じ
め
て
旧
民

法
の
土
地
所
有
権
規
定
も
ま
た
、
近
代
的
土
地
所
有
権
と
し
て
の
本
質
的
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
は
じ
め
て
法
論
理
に
お

い
て
は
一
貫
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
と
で
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
の
本
質
的
意
味
を
解
明
す
る
た
め
に
、
前
項
(
七

旧
民
法
の
所
有
権
規
戸

在
さ
さ
え
る
社
会
的
茶
話
)
で
問
題
を
提
起
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

土
地
に
対
す
る
利
用
権
(
用
v

否
権
)
と
所
有
権
と
が
、
ど
の
よ
う
な
相
互
間

係
そ
も
つ
も
の
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
た
か
を
、
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

と
こ
で
利
用
権
(
用
益
権
)
と
い
う
の
は
、

所
有
権
の
支
配
の
権
能
と
し
て
も
つ
使
用
・
収
益
・
処
分
の
諸
機
能
の
一
定
部
分
の
支
配
的

機
誌
の
質
的
差
異
に
着
円
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

旧
民
法
の
利
用
権
(
用
益
権
)
に
つ
い
て
の
規
定
は
、

か
か
る
見
地
に
た
っ
て
構
築
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
旧
民
法
は
か
か
る
利
問
権
を
そ
れ
の
具
体
的
に
も
つ
社
会
的
機
能
の
い
ろ
い
ろ
の
形
か
ち
、
各
種
の
利
用
権
を
規
定

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
利
用
権
を
簡
単
に
し
め
ず
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
旧
民
法
財
産
編
第
四
四
条
以
下
で
は
、
間

益
権
に
つ
い
て
の
規
定
を
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
四
十
四
条
用
益
権
ト
ハ
所
有
権
ノ
他
人
ニ
属
ス
ル
物
ニ
付
キ
其
用
方
ニ
従
ヒ
元
質
本
体
ヲ
変
ス
ル
コ
ト
無
グ
有
期
ニ
テ
使
用
及
ヒ
収
益
ヲ
為
ス
ノ

権
利
ヲ
誇
ブ

と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
規
定
は
所
有
権
の
法
的
蹴
能
在
使
用
・
以
益
・
処
分
の
機
能
と
し
、

こ
の
前
提
に
ー
だ
っ
て
、
所
有
権
の
も
勺

権
能
の
う
ち
か
ら
使
用
・
収
益
の
法
的
権
能
を
と
り
だ
し
、
そ
う
し
た
法
的
椎
能
を
も
っ
た
権
利
を
利
用
権
(
用
益
権
)
と
な
し
て
い
る
こ

と
を
し
め
し
て
い
る
。
従
っ
て

一
方
で
は
処
分
権
が
所
有
権
者
の
手
に
留
保
さ
れ
、
他
方
で
は
他
人
に
属
す
る
物
に
対
す
る
使
用
・
収

益
権
が
、
別
問
権
者
に
帰
属
す
る
一
種
の
一
物
両
主
的
関
係
に
た
っ
て
、
も
ワ
と
も
強
固
な
利
用
杓
荘
と
な
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
用
益

権
と
並
ん
で
使
用
桂
と
住
居
権
に
つ
い
て
も
、

旧
氏
法
財
産
編
第
一
一

O
条
以
下
に
規
定
在
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

同

プL



近
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第
百
十
条
使
用
権
ハ
使
用
者
及
ヒ
其
ノ
家
族
ノ
需
要
程
度
一
一
限
ル
ノ
用
益
権
ナ
リ

住
居
権
ハ
建
物
ノ
使
用
権
ナ
リ

使
用
権
及
ヒ
住
居
権
ハ
用
益
権
ト
同
一
ノ
方
法
一
一
因
リ
テ
成
立
シ
及
ヒ
同
一
ノ
原
因
ニ
因
リ
テ
消
滅
ス

と
な
し
て
い
る
。

ま
た
賃
借
権
に
つ
い
て
は
、

旧
民
法
財
産
編
第
一
一
五
条
に
規
定
を
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
百
十
五
条
動
産
及
ヒ
不
動
産
ノ
賃
貸
借
ハ
賃
借
入
ヨ
リ
賃
貸
人
ニ
金
銭
其
他
ノ
有
価
物
ヲ
定
期
ニ
払
フ
'
約
ニ
テ
賃
借
入
ニ
或
ル
時
間
賃
借
物
ノ
使

用
及
ヒ
収
益
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
与
フ
但
後
/
第
二
款
及
ヒ
第
三
款

互
ノ
義
務
ヲ
妨
ケ
ス

と
規
定
し
て
い
る
。

ま
た
永
借
権
に
つ
い
て
は
旧
民
法
財
産
編
第
一
五
五
条
以
下
に
規
定
を
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
百
五
十
五
条
永
借
権
ト
ハ
期
間
三
十
ヶ
年
ヲ
超
ユ
ル
不
動
産
ノ
賃
貸
借
ヲ
謂
フ

永
借
権
ハ
五
十
ヶ
年
ヲ
起
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
此
期
間
ヲ
超
ユ
ル
貸
借
ハ
之
ヲ
五
十
ヶ
年
一
一
短
縮
ス

永
借
権
ハ
常
ニ
之
ヲ
更
新
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
然
レ
ト
モ
其
ノ
更
新
ノ
時
ヨ
リ
五
十
ヶ
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

当
事
者
ガ
永
貸
借
契
約
ナ
ル
コ
ト
ヲ
明
一
万
シ
其
ノ
期
間
ヲ
定
メ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
貸
借
ハ
四
十
ヶ
年
ニ
シ
テ
終
了
ス

本
法
施
行
以
前
一
一
期
間
ヲ
定
メ
テ
為
シ
タ
ル
不
動
産
ノ
賃
貸
借
ハ
五
十
ヶ
年
ヲ
超
ユ
ル
モ
ノ
ト
難
モ
其
全
期
間
有
効
ナ
リ
本
法
実
施
以
前
一
一
期
間
ヲ

定
メ
ス
シ
テ
為
シ
タ
ル
荒
蕪
地
又
ハ
本
耕
地
ノ
賃
貸
借
及
ヒ
永
小
作
ト
称
ス
ル
賃
貸
借
/
終
了
ノ
時
期
及
ヒ
条
件
ハ
後
日
特
別
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定

ス

と
な
し
て
い
る
。

そ
し
て
地
上
権
に
つ
い
て
は
旧
民
法
財
産
編
第
一
七
一
条
以
下
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
百
七
十
一
条
地
上
権
ト
ハ
他
人
ノ
所
有
ニ
属
ス
ル
土
地
ノ
上
ニ
於
テ
建
物
又
ハ
竹
木
ヲ
完
全
/
所
有
権
ヲ
以
テ
有
ス
ル
権
利
ヲ
謂
フ

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
規
定
に
よ
っ
て
旧
民
法
は
所
有
権
と
利
用
権
と
の
聞
に
は
、
法
的
権
能
上
の
優
劣
的
差
異
を
認
め
て
い

る
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
解
る
。
そ
こ
で
は
た
ん
に
法
的
権
能
と
し
て
内
包
さ
れ
て
い
る
質
的
差
異
が
し
め
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と

い
い
う
る
。
従
っ
て
利
用
権
は
所
有
権
に
従
属
し
た
も
の
と
し
て
、

つ
ま
り
利
用
権
を
所
有
権
の
支
分
的
権
利
と
し
て
は
、

理
解
し
て
い



な
い
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。

旧
民
法
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
所
有
権
規
定
に
た
っ
て
い
る
こ
と
は
、
利
用
権
を
物
権
と
債
権
(
人
権
)
と
の
二
つ
の
範
暁
に
区
別
し
、
物

権
の
債
権
に
対
す
る
優
越
性
を
前
提
と
し
て
認
め
る
明
治
民
法
の
、
所
有
権
に
対
す
る
法
的
構
成
上
の
き
わ
だ
ワ
た
差
異
を
、
と
の
点
に

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

h
o
こ
の
検
討
は
の
ち
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
の
法
的
構
成
上
の

特
質
と
し
て
、

と
く
に
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
こ
う
し
て
旧
民
法
の
所
有
権
一
般
に
つ
い
て
の
法
的
立
場
を
、

土
地
関
係
に
お
け
る
利
用
権
と
具
体
的
に
対
比
し
検
討
し
て
み
れ
ば
、
所
有
権
の
原
理
的
な
絶
対
性
は
、
土
地
関
係
に
対
し
て
正
し
く
反

映
し
て
い
な
い
と
い
い
う
る
。

と
こ
ろ
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
所
有
権
の
原
理
的
規
定
|
!
ー
所
有
権
の
絶
対
性
と
い
う
こ
と

l
l

は
、
土
地
に
対
す
る
所
有
権
自
体
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
な
お
貫
徹
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
と
な
る
。

旧
民
法
財
産
編
第
三
一
条

}ま

つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
三
十
一
条
不
動
産
ノ
所
有
者
ハ
適
法
三
割
附
メ
及
ヒ
宣
言
シ
タ
ル
公
益
一
一
因
由
シ
、
公
用
徴
収
法
一
一
従
ヒ
定
メ
タ
ル
償
金
ノ
払
渡
ヲ
予
メ
受
グ
ル
ニ

非
サ
レ
ハ
、
公
用
徴
収
ノ
為
メ
某
所
有
権
ノ
譲
渡
ヲ
強
用
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

と
規
定
し
、
公
権
力
に
よ
る
土
地
所
有
権
の
侵
害
を
も
排
除
す
る
権
能
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
は
の
ち
に
旧
民
法
施
行
延
期
論
の
論
難

す
る
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
民
法
財
産
編
第
三
十
条
ハ
法
律
一
一
依
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
所
有
権
ヲ
制
限
ス
可
カ
ラ
ス
ト
規
定
セ

リ
是

ν行
政
命
令
権
ヲ
縮
少
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
夫
レ
人
民
ノ
所
有
権
ニ
幾
分
ノ
制
限
ヲ
置
グ
ハ
必
ス
シ
モ
法
律
ニ
依
ル
ヲ
要
セ
サ
ル
モ
ノ
ナ

リ
』
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
土
地
所
有
権
の
外
延
的
な
ひ
ろ
が
り
に
つ
い
て
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
三
十
四
条
土
地
ノ
所
有
者
ハ
其
ノ
地
上
一
二
切
ノ
築
造
植
裁
ヲ
為
シ
、
又
ハ
之
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

又
其
ノ
地
下
ノ
一
切
ノ
関
撃
及
ヒ
採
掘
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

と
規
定
し
て
い
る
。

近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

伺

九



近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

伺

一
九
四

こ
う
し
て
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
を
利
用
権
規
定
と
対
比
す
る
か
ぎ
り
、
所
有
権
と
利
用
権
と
の
聞
に
は
従
屑
的
関
係
が
企
国
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
で
は
む
し
ろ
所
有
権
と
利
用
権
と
は
対
等
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
、

理
解
さ
れ
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ

れ
が
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
に
対
す
る
法
的
構
成
で
あ
る
と
い
い
う
る
。

こ
と
で
は

K
・
マ
ル
グ
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
ろ
に
、
利
用
権

(
用
五
権
)
に
所
有
権
が
従
属
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
近
代
的
所
有
権
の
木
質
的
意
味
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
す
く
な
く
と
も

そ
の
法
的
構
成
は
条
文
的
表
現
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
代
的
所
有
権
が
指
向
さ
れ
て
い
た
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

し
か
し
現

実
に
は
明
治
維
新
以
後
の
ロ
本
資
木
主
義
の
発
展
を
押
し
進
め
る
た
め
、
殖
産
興
業
政
策
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

上
か
ら
の
諸
政
策
に
も

と
や
つ
い
て
、
資
本
の
本
源
的
蓄
積
が
な
し
と
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
明
治
維
新
設
の
土
地
関
係
に
お
け
る
諸
変
化
は
、

し、

「コ

れ
も
か
か
る
要
求
を
実
現
す
る
形
態
を
と
っ
て
し
め
さ
れ
る
。
そ
れ
は
地
租
改
正
と
い
う
財
政
政
策
に
よ
ワ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
農
民

を
土
地
・
そ
の
他
の
生
産
手
段
か
ら
引
き
は
な
す
と
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
日
本
資
本
主
義
の
後
進
牲
と
不
均
等
性

と
は
、

こ
と
に
土
地
関
係
に
お
け
る
半
封
建
的
な
寄
生
地
主
制
が
、
経
済
制
度
と
し
て
樹
立
さ
れ
、

そ
れ
が
明
治
絶
対
主
義
を
さ
さ
え
る

政
治
的
基
盤
と
し
て
利
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、

旧
民
法
の
所
有
権
規
定
は
、
こ
う
し
た
現
実
の
土
地
関
係
と
は
は
な
は
だ

し
い
く
い
も
が
い
を
み
せ
、
予
盾
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

Q

こ
の
こ
と
は
旧
民
法
の
施
行
宏
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
日
本
民

法
典
論
争
の
必
然
性
と
な
る
。
従
っ
て
明
治
民
法
の
所
有
権
規
定
は
、

か
か
る
現
実
を
反
映
し
て
所
有
権
規
定
の
意
味
を
変
え
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
。
だ
か
ら
旧
民
法
の
所
有
権
規
定
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
も
と
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
が
、
民
法
典
起
草
者
の
主
観
的
企
図
が
ど

の
よ
う
で
あ
れ
、

日
本
資
本
主
義
の
発
展
と
そ
の
た
め
の
条
約
改
正
と
い
う
政
治
的
要
求
を
充
足
す
る
も
の
と
し
て
、

日
木
の
農
業
関
係

の
進
ん
で
き
た
方
向
と
は
異
っ
た
方
向
に
妥
協
的
に
規
定
し
た
も
の
と
な
し
う
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
旧
民
法
の
こ
の
所
有
権
規
定
は

現
実
の
社
会
関
係
に
お
い
て
は
定
着
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
次
項
以
下
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
明



治
民
法
の
所
有
権
規
定
が
な
さ
れ
た
か
の
検
討
を
な
し
た
い
と
考
え
る
。

日
本
不
動
産
利
用
権
史
論

1 

武
藤
運
十
郎

四
九
五

i
四
九
六
ペ
ー
ジ
。

ー
!
未
完
|
|

昭
和
四

0
年
度
文
部
省
科
学
研
究
貸
補
助
企
(
各
倍
研
究
)
に
も
と
や
つ
い
て
な
さ
れ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
〕

巌
松
堂
書
庖

一
九
四
七
年
一
一
月

〔
こ
の
研
究
は
、

近
代
的
所
有
権
の
構
成
と
形
成

同

一
九
五




